
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

史蹟名勝天然紀念物保存法 100 年記念シンポジウム 

「国土をめぐる記憶の継承」 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

趣旨 

 

 大正8年（1919）6月 1日に史蹟名勝天然紀念物保存法が施行されてから、令和元年（2019）

で 100 年を迎えました。この法律は現行の文化財保護法の前身のひとつにあたるもので、記

念物（遺跡、名勝地、動物・植物・地質鉱物）の保護の取組が、日本で 100 年間おこなわれ

てきたことを意味しています。 

 明治時代後期、日本では土地の開拓や道路の新設、鉄道の敷設など近代化が大規模に進め

られるようになり、また、神社合祀に関する勅令の行き過ぎた施行などによって各地で社殿

の解体や社叢の伐採なども進みました。こうした社会動向の中にあって、日本に固有の遺跡

や自然、風景などが破壊されていくことに対する危惧が高まっていったのです。そして、

様々な検討を経て制定された史蹟名勝天然紀念物保存法は、極めて限られたものを指定し

て保存する制度とはいえ、日本において土地に結びついた記憶を広く保全するためにつく

られた最初の包括的な制度と言うことができるでしょう。 

 日本遺跡学会ではこの史蹟名勝天然紀念物保存法 100 年に当たり、記念物に対する保存・

継承の歴史を振り返り、その意義と今後を広く議論する場として、史蹟名勝天然紀念物保存

法 100 年記念シンポジウム「国土をめぐる記憶の継承」を開催します。 

 

１) 日時 

 2019 年 11 月 16 日 土曜日 12 時 30 分～17 時 

 

２) 会場 

 東京国立博物館 平成館大講堂 

 

３) 主催・後援 

主催：日本遺跡学会 

 後援：国立文化財機構、日本イコモス国内委員会、日本考古学協会、日本文化財科学会、 

    全国史跡整備市町村協議会、全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会、 

全国埋蔵文化財法人連絡協議会 

 協力：文化庁 

 

４) 聴講・入場費用 

 一般市民、各学会員、入場無料（※西門より入館。ただし、会員・非会員とも事前参加申



 

込をお願いします。希望者は日本遺跡学会事務局（isekig@nabunken.go.jp）までご連

絡下さい。） 

 

５) プログラム 

12：30     開会あいさつ・趣旨説明 

          坂井秀弥 [日本遺跡学会会長] 

 

 第１部  講演会 

12：35～14：05 「遺跡保護制度の沿革と将来展望」 

          和田勝彦氏 [公益財団法人文化財虫菌害研究所常務理事、 

元文化庁文化財保護企画室長] 

14：05～14：15 休憩 

14：15～15：15 「史蹟名勝天然紀念物保存法の時代―政治と文化財」 

          高木博志氏 [京都大学人文科学研究所教授] 

15：15～15：30 休憩 

 

 第２部  パネルディスカッション 

15：30～16：50 パネリスト 桂雄三氏 [日本ジオパークネットワーク理事、 

元文化庁主任文化財調査官（天然記念物部門）] 

       増渕徹氏 [京都橘大学教授、 

元文化庁文化財調査官（史跡部門）] 

 坂井秀弥氏 [奈良大学文学部教授、 

元文化庁主任文化財調査官（埋蔵文化財部門）] 

        コーディネーター 平澤毅氏 [文化庁主任文化財調査官（名勝部門）] 

 

16：50     閉会あいさつ 

 

17：30～20：00 情報交換会 

 


